
３．事業評価の適正な実施について 

（１）導入の経緯等 

 公共事業は我が国の経済発展や国民生活の向上に大きな役割を果たしてきた。

一方、近年の財政逼迫や少子高齢化、その他社会経済情勢の変化が急速に進展す

る中で、公共事業については、効率的な実施及びその透明性を一層確保すること

が重要な課題となり、平成 6 年に「公共工事の入札・契約手続きの改善に関する

行動指針」、平成 9 年に「公共工事コストの縮減対策に関する行動指針」が閣議決

定されるとともに、同年 12 月に内閣総理大臣から公共事業関係省庁の大臣に対し

て、公共事業の効率的な執行及び透明性の確保のため、事業採択後一定期間が経

過した後も未着工又は継続中の事業を対象とする再評価システムの導入及び新規

の事業採択段階における費用対効果分析の活用について指示がなされた。さらに

平成 14 年には、公共事業だけでなく、一般政策や個々の研究開発などを対象とし

て、各府省が、自らその政策の効果を把握・分析し、評価を行うことを定めた「行

政機関が行う政策の評価に関する法律」（以下、政策評価法）が施行された。 

これらを踏まえ、水道施設整備事業においては、平成 11 年 3 月「環境衛生施設

整備事業の再評価の実施について」により再評価を実施するとともに、平成 16 年

7 月に事前評価を加え「水道施設整備事業の評価実施要領」（以下、要領）、「水道

施設整備費国庫補助事業評価実施細目」及び「独立行政法人水資源機構事業評価

実施細目」(以下、細目)として改めて定めることにより、効率的な執行及びその

実施過程の透明性の一層の向上を図るために事前評価及び再評価を実施すること

としている（いずれも平成 21 年 4 月 21 日、平成 23 年 7 月 7 日に一部改正）。ま

た、平成 23 年 7 月に、これらの要領、細目を解説・補完し、水道施設整備事業の

評価に携わる実務担当者がより適切に、より容易に事業評価を行い、その結果を

取りまとめられるよう「水道施設整備評価実施要領等 解説と運用」を取りまと

めた。 

  

（２）対象事業 

要領、細目に基づき評価を実施する事業は、政策評価法を踏まえ、簡易水道等

施設整備費国庫補助金の交付を受けて実施する事業、水道水源開発等施設整備費

国庫補助金の交付を受けて実施する事業及び独立行政法人水資源機構が実施する

事業（厚生労働大臣がその実施に要する費用の一部を補助するものに限る。）とし

た。ただし、災害復旧に係るものは、その性質が事業評価に馴染まないと考えら

れることから、除くこととした。 

 なお、ここでいう簡易水道等施設整備費補助金には沖縄簡易水道等施設整備費

国庫補助金、水道水源開発等施設整備費補助金には沖縄水道水源開発等施設整備

費補助金が含まれる。 

 

（３）評価の時期 

ａ）事前評価 

国庫補助事業の適正な採択に資するよう、その採択前の段階において実施する

こととした。また、対象とする事業については、政策評価法を踏まえ、事業費 10



億円以上のものとした。 

ｂ）再評価 

翌年度に国庫補助金の交付を受けるかどうかにかかわらず、原則として事業採

択後 5 年を経過して未着手の事業及び 10 年を経過して継続中の事業を対象とし、

10 年経過以降は原則 5 年経過ごとに実施するものとした。 

 ただし、平成 21 年 4 月 21 日改訂より、水道水源開発のための施設（海水淡水

化施設を除く。）については、地元や環境に与える影響が大きい場合があり、事業

の継続が妥当かどうかを施設の本体工事又は本体工事のための工事用道路工事な

どの本体関連工事（以下、本体工事等）の着手前に確認することが重要であるこ

とから、本体工事等の着手前の適切な時期に再評価を実施することとした。一方、

本体工事等の着手前の適切な時期又は着手後に評価を実施した場合は、社会経済

情勢の急激な変化等により事業の見直しの必要性が生じない限り、10 年間評価を

要しないものとした。なお、これに該当して評価を実施する場合は、本体工事等

の着手前の適切な時期または着手後であることを、着手予定の時期または着手の

時期を示すことにより明らかにすることとする。 

  

（４）費用対効果分析 

評価項目の一つとなっている費用対効果分析については、平成 11 年 11 月に日

本水道協会において「水道事業の費用対効果分析マニュアル」が作成され、代表

的な効果の抽出と便益算定にあたっての考え方が提示され、その後も随時改訂が

なされた。 

平成 19 年 7 月には、厚生労働省健康局水道課において、これまでの知見の集積

を踏まえ、「公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針（国土交通省）」との

整合を図るとともに、年次算定法を新たに導入するなどの改訂を行った。 

また、このマニュアルの策定から約 3 年が経過し、事業評価の事例や知見が蓄

積されてきたことや、総務省や行政刷新会議「事業仕分け」などからの意見等（資

料３－１）を踏まえ、平成 23 年 7 月に構成等の見直しや費用対効果分析の手法の

一部改訂などを行った（資料３－２）。 

 

（５）地域自主戦略交付金 

 地域の自由裁量を拡大するため、「地域主権戦略大綱」（平成 22 年 6 月 22 日閣議

決定）等に基づき、水道施設整備費補助を含む各府省所管の都道府県向けの投資に

係る補助金等の一部を内閣府予算として一括計上することとし、平成 23 年度に地

域自主戦略交付金が創設された。 

この地域自主戦略交付金に係る事業等の評価ついては、要領、細目の対象とはな

っておらず、「地域自主戦略交付金制度要綱 第１１ 事業等の評価」に基づき実施

することになる。 

 

 

 

 



（参考１） 

地域自主戦略交付金制度要綱 抄 

第１１ 事業等の評価 

１ 地方公共団体の事業等の評価 

１）地方公共団体は、交付金の目的に鑑み、その執行に際し、成果目標及びその

達成予定年度を事業実施計画の提出後速やかに、別紙様式により設定する。

この際、地域の実情を踏まえるとともに、あらかじめ内閣総理大臣から提示

される「地方公共団体において評価等が必要と考えられる項目」を参照し、

自主的に成果目標を設定することとする。 

２）地方公共団体は、１）の規定により成果目標を設定した場合は、設定した成

果目標の達成予定年度以後、速やかに当該成果目標の達成状況について評価

を行う。なお、長期にわたる事業等では、当該成果目標の達成状況について

おおむね３年程度の適当な期間ごとに中間評価を行うよう努めるものとす

る。 

３）地方公共団体は、１）又は２）の規定により、成果目標及びその達成予定年

度の設定並びに成果目標の達成状況についての評価を行った場合には、これ

を公表するとともに、内閣総理大臣に提出する。 

４）地方公共団体は、成果目標及びその達成予定年度の変更を行った場合は、こ

れを公表するとともに、内閣総理大臣に提出する。 

５）内閣総理大臣は、地方公共団体から受理した成果目標及び地方公共団体によ

る評価結果を交付担当大臣等に回付する。 

 

 

（参考２） 

水道施設整備事業に係る要領、細目、解説と運用、費用対効果分析マニュアル 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/jouhou/other/o7.html 

 

地域自主戦略交付金 

http://www.cao.go.jp/chiiki-shuken/jishukofukin/jishukofukin.html 

 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/jouhou/other/o7.html
http://www.cao.go.jp/chiiki-shuken/jishukofukin/jishukofukin.html






資料３－２ 

水道事業の事業評価への主な意見とそれへの対応方法 

事業評価への主な意見等 
 

■需要予測にあたっての留意事項 
（総務省「政策評価の点検の結果」、「公共事業の需要予測
等に関する調査に基づく勧告」） 

・需要予測の精度向上について など 

■便益算定方法の明確化 
（総務省「政策評価の点検の結果」） 

・便益の算定方法を明確にすべき 

・便益の算定方法を変更したことの説明を十分に
行うこと 
・給水制限率（節水率）の算定式について 

■評価に関する情報の取扱いについて 
（総務省「政策評価に関する情報の公表に関するガイドライ
ン」） 

・情報の公表に関する基本的な事項について 

■代替案の取扱いについて 
（行政刷新会議「事業仕分け」） 

・水利権の転用等についても考慮した評価の実施 

■社会的割引率について 
（会計検査院「平成２１年度決算検査報告」） 

・評価時点より前の建設費等についても社会的割
引率を用いること 

■低い給水制限率の扱いについて 
（その他） 

・低い給水制限率において便益を算定するのは
過大評価ではないか 

□実施要領（健康局長通達） ⇒ 改正 (H23.7.7)  
第１ 趣旨 
第２ 対象事業及び実施時期 
第３ 評価の実施体制と手順 
第４ 評価の内容及び資料の保存 
第５ 評価の結果に基づく対応 
第６ 評価結果等の公表 
第７ その他 
第８ 施工期日 

□実施細目（水道課長通達） ⇒ 改正 (H23.7.7)   
第１ 評価の対象とする事業の範囲 
第２ 評価の単位の取り方 
第３ 再評価時期 
第４ 評価の内容 
第５ 評価の結果に基づく対応評価に関する資料の保存 

○解説と運用 ⇒ 新規策定 (H23.7.7) 
 具体的な評価の手順や、費用対効果分析以外の評価の内容（特に代
替案立案など）などについて詳細に記載するなど、要領、細目を解説・補
完することにより、より適切に、より容易に事業評価が行われるように新
たに策定する。 
 なお、費用対効果分析については、マニュアルを参考にする。 

□水道事業の費用対効果マニュアル ⇒ 改訂 (H23.7.7) 
 事業評価への主な意見などを踏まえ、よりわかりやすくするため構成の
見直し、費用対効果分析の手法の一部改正等、算定事例の充実を図る。 

 ・需要予測にあたっての留意事項の充実 
 ・便益算定方法の明確化 
 ・現在価値化の方法の改訂 
 ・年次算定法の充実   など 

意見を踏まえて
改正するととも
に、要領、細目
で重複する等、
分かりにくかっ
た部分を修正 



水道施設整備事業の評価について ～経緯と法的位置づけ～ 

事業評価制度 導入の経緯 

事業評価の法的な位置づけ（政策評価法） 

■公共工事の入札・契約手続きの改善に関する行動指針（平成6年1月閣議決定） 
■公共工事コストの縮減対策に関する行動指針（平成9年閣議決定） 
■公共工事における費用対効果分析の活用（平成9年12月総理大臣指示） 

 公共事業の効率的な執行および透明性の確保のため、事業採択後一定期間が経過した後も未着工または継続中の事業を対
象とする再評価システムの導入及び新規の事業採択段階における費用対効果分析の活用について、総理大臣から公共事業関
係省庁の大臣に対して指示 

○環境衛生施設整備事業の再評価の実施について（平成11年3月、平成16年7月廃止） 
○水道施設整備事業の評価の実施について（平成16年7月、平成21年4月一部改正、平成23年7月一部改正） 
 水道施設整備事業の評価実施要領、水道施設整備費国庫補助事業評価実施細目、独立行政法人水資源機構事業評価実施細目 

○水道施設整備に係る国庫補助事等は法定義務 
 

行政機関が行う政策の評価に関する法律 
第七条 （事後評価の実施計画） ≪再評価≫ 
２  実施計画においては、計画期間並びに次に掲げる政策及び当該政策ごとの具体的な事後評価の方法を定めなければならない。 
二  計画期間内において次に掲げる要件のいずれかに該当する政策 
イ 当該政策が決定されたときから、当該政策の特性に応じて五年以上十年以内において政令で定める期間（政令第2条で5年）を経過するまでの間に、当該
政策がその実現を目指した効果の発揮のために不可欠な諸活動が行われていないこと。  ≪5年未着工≫ 

ロ 当該政策が決定されたときから、当該政策の特性に応じてイに規定する政令で定める期間に五年以上十年以内において政令で定める期間（政令第2条で
5年）を加えた期間が経過したときに、当該政策がその実現を目指した効果が発揮されていないこと。  ≪10年継続中≫ 

 第九条 （事前評価の実施） ≪事前評価≫ 
  行政機関は、その所掌に関し、次に掲げる要件に該当する政策として個々の研究開発、公共事業及び政府開発援助を実施することを目的とする政策その他
の政策のうち政令で定めるものを決定しようとするときは、事前評価を行わなければならない。  

 

行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令 
第三条 （法第九条 の政令で定める政策）   
四  個々の公共的な建設の事業であって十億円以上の費用を要することが見込まれるものを実施する者に対し、その実施に要する費用の全部又は一部を補助
することを目的とする政策  ≪事業費10億円以上の補助事業については事前評価の対象≫ 

 
 

水道施設整備事業の評価について ～対象事業、実施時期～ 

 水道施設整備事業の効率的な執行及びその実
施過程の透明性の一層の向上を図るため、事業
採択前の事業を対象に事前評価、事業採択後一
定期間を経過した事業を対象に、社会経済情勢
の変化等を踏まえ、必要に応じて事業の見直し
等を行う再評価を実施することにより、水道施設
整備事業の適切な実施に資する。 

目 的 

事業評価の時期 

対象事業 

○簡易水道等施設整備費補助金の交付を受けて実施する事業 
○水道水源開発等施設整備費補助金の交付を受けて実施する
事業 

○水資源機構が実施する事業（厚労大臣がその実施に要する
費用の一部を補助する者に限る） 

※地域自主戦略交付金は対象としてない 

（国庫補助事業の採択） （着手） 

（完了） 

事前評価 
再評価① 

再評価② 

再評価③ 

再評価④ 

事前評価 

 事業費10億円以上の事業を対象に、事業の採択前の
段階において実施 

 事業採択後5年を経過して未着手＜①＞、10年を経過して継続中＜②＞、10年経過以降は原則5年経過して
継続中＜③＞の事業を対象に実施 
 なお、水道水源開発のための施設（海水淡水化施設を除く）の整備を含む事業は、本体工事等の着手前に実
施。ただし、この場合は以後10年間評価を要しない（平成21年4月より導入）＜④＞ 
 また、社会経済情勢の急激な変化等により事業の見直しの必要が生じた場合は、適宜実施 

再評価 

※水道施設整備事業の評価実施要領、水道施設整備費国庫補助事業評価実施細目、独立行政法人水資源機構事業評価実施細目より 

〈5年未着手〉 

〈10年経過〉 

〈再評価後 
  5年経過〉 

（完了） 

（ダム等なし） 

（ダム等本体    
   工事着手） 

〈本体工事等 
    着手前〉 

〈以後10年間不要〉 



水道施設整備事業の評価について ～手順と内容～ 

事業評価の手順と内容 

水道施設整備事業者 

厚生労働省 

評価の内容を作成 学識経験者等の 
第三者から意見を聴取 

評価の内容 
をとりまとめ 

評価の内容 
を確認 

補助採択の可否を判断 
評価結果としての公表 

必要に応
じて修正 

報告 
適宜
調整 

適宜
調整 

評価の内容 

１ 事業の概要 
[1] 事業主体、事業名、事業個所、補

助区分、事業着手年度、工期、総事
業費、概要図 

[2] 目的、必要性 
[3] 経緯 
２ 事業をめぐる社会経済情勢等 

[1] 当該事業に係る水需給の動向等 
[2] 水源の水質の変化等 
[3] 当該事業に係る要望等 
[4] 関連事業との整合 
[5] 技術開発の動向 
[6] その他関連事項 

３ 事業の進捗状況（再評価のみ） 
[1] 用地取得の見通し 
[2] 関連法手続等の見通し 
[3] 工事工程 
[4] 事業実施上の課題 
[5] その他関連事項 
４ 新技術の活用、コスト縮減及び代替
案立案の可能性 
[1] 新技術の活用の可能性 
[2] コスト縮減の可能性 
[3] 代替案立案の可能性 

５ 費用対効果分析 
[1] 事業により生み出される効果 

 事業により生み出される効果と事
業に要する費用を比較し、事業の妥
当性を検討し、整理すること。その際、
効果のうち貨幣価値に換算できるも
の（便益）と費用を比較する費用対便
益分析を行うこと。 

[2] 費用対便益分析 
① 費用便益比の算定方法 
② 便益の算定 
③ 費用の算定 
④ 費用便益比の算定 

評価項目 

６  対応方針 

１から５の内容を踏まえ、総合的に評価を行い、以下に示す対応方針をとりまとめること。 
事業の新規着手、継続（事業の内容を見直して継続することも含む）、中止、休止について、その決定理由を付して示すこと。 

※項目については、必要に応じて追加、削除してもかまわない 

※水道施設整備事業の評価実施要領、水道施設整備費国庫補助事業評価実施細目、独立行政法人水資源機構事業評価実施細目より 

水道施設整備事業の評価について ～費用対効果分析①～ 

事業により生み出される効果 

水道の効果 

定量的に示すことが 
できる効果 

貨幣換算が 
可能な効果 

（＝便益） 

各事業者の努力による 
定量化を妨げない 

今後の技術開発により、 
貨幣換算が可能となる効果 
（事例の集積に応じて 
算定事例に追加） 

算定事例に示した
便益 

・消化器系伝染病の予防効果 
・直結給水が可能な区域の拡大 
・減・断水期間の減少による二次災害被害の減少 
・事業実施による環境への負荷の削減    など 

・安定供給に対する満足度の向上 
・供給水質に対する満足度の向上 
・地域のイメージアップ      など 

貨幣換算困難（定性的） 貨幣換算容易（定量的） 

・水源の安定確保による減・断水被害の軽減・解消 
・渇水時における減・断水被害の軽減・解消 
・受水者による生活用水確保のための負担の軽減・解消 
・受水者による水質対策のための負担の軽減・解消 
・受水槽方式の解消 
・漏水損失および事故被害の減少         など 

効果と便益の関係 

 事業により生み出される効果と事業に要する費
用を比較し、事業の妥当性を検討し、整理するこ
と。 
 
 その際、効果のうち貨幣価値に換算できるもの
（便益）と費用を比較する費用対便益分析を行う
こと。いわゆるB/Cの算出を行うこと。 
 
 費用対効果分析の実施にあたっては、「水道事
業の費用対効果分析マニュアル」を参考に実施 

費用対効果分析 

※水道事業の費用対効果分析マニュアル（平成23年7月）より 
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費用（事業費：実額）

費用（維持管理費：実額）

便益（実額）

費用（現在価値化）
便益(現在価値化）

単位：百万円Ｂ／Ｃの算定の考え方 

 換算係数法は、建設スケジュール、更新時期、デフレータ等を一定
と仮定することにより、各年度の現在価値化したものの総和の計算
（上のグラフのような計算）をすることなく、総費用および総便益を算
定することができる手法。 費用および便益は、換算係数を乗じるこ
とで総費用および総便益となる。 
 

総費用＝総事業費×事業費換算係数 
      ＋総事業費（耐用年数別）×更新費換算係数 
      ＋年度別維持管理費×維持管理費換算係数 
総便益＝便益額×換算係数 
費用便益比(B/C)＝総便益／総費用 

 年次算定法は、総費用および総便益を、年度別
の費用および便益から算定する手法（上のグラフ
のような計算）。 
 費用および便益は、デフレータにより基準年度の
実質価格に変換した上で、社会的割引率を用いて
現在価値化を行う。 

 
  総費用＝Σ i（年度別費用／di／(1+ｒ)i） 
  総便益＝Σ i（年度別便益／di／(1+ｒ)i） 
  費用便益比（B/C）＝総便益／総費用 
 

換算係数法 年次算定法 

※水道事業の費用対効果分析マニュアル（平成23年7月）より 

水道施設整備事業の評価について ～費用対効果分析②～ 

社会的割引率 4％ 

評価対象期間 事業期間+50年 

現在価値化の
基準時点 

評価時点（H23) 

残存価値を考慮 

事業期間 H14～H24 

総事業費 63億円 

年間維持管理費 2億円/年 

年間便益 10億円/年 

【算定の条件】 

【グラフ用いた事業の条件】 

残存価値を計上 

耐用年数を考慮 
し更新費を計上 

デフレータにより基準年度の実
質価格に変換した上で、社会的
割引率を用いて現在価値化 

水道施設整備事業の評価について ～これまでの実績～ 

再評価の結果 

実施件数 
結果 

継続 休止 中止 見直し 

平成14年度予算 ３４ ３４ － ０ － 

平成15年度予算 ３４ ３２ － ２ － 

平成16年度予算 ４７ ４６ － １ － 

平成17年度予算 １３２ １２６ ２ ４ － 

平成18年度予算 １５７ １５０ ０ ７ － 

平成19年度予算 ６５ ６２ ２ １ － 

平成20年度予算 ７５ ７２ ０ ３ － 

平成21年度予算 ７５ ７２ １ ２ － 

平成22年度予算 ６４ ６０ ０ ３ １ 

合計 ６８３ ６５４ ５ ２３ １ 



要領、細目等の改正（平成23年7月）について 

事業評価への主な意見等 
 

■需要予測にあたっての留意事項 
（総務省「政策評価の点検の結果」、「公共事業の需要予測
等に関する調査に基づく勧告」） 

・需要予測の精度向上について など 

■便益算定方法の明確化 
（総務省「政策評価の点検の結果」） 

・便益の算定方法を明確にすべき 

・便益の算定方法を変更したことの説明を十分に
行うこと 
・給水制限率（節水率）の算定式について 

■評価に関する情報の取扱いについて 
（総務省「政策評価に関する情報の公表に関するガイドライ
ン」） 

・情報の公表に関する基本的な事項について 

■代替案の取扱いについて 
（行政刷新会議「事業仕分け」） 

・水利権の転用等についても考慮した評価の実施 

■社会的割引率について 
（会計検査院「平成２１年度決算検査報告」） 

・評価時点より前の建設費等についても社会的割
引率を用いること 

■低い給水制限率の扱いについて 
（その他） 

・低い給水制限率において便益を算定するのは
過大評価ではないか 

□実施要領（健康局長通達） ⇒ 改正  
第１ 趣旨 
第２ 対象事業及び実施時期 
第３ 評価の実施体制と手順 
第４ 評価の内容及び資料の保存 
第５ 評価の結果に基づく対応 
第６ 評価結果等の公表 
第７ その他 
第８ 施工期日 

□実施細目（水道課長通達） ⇒ 改正  
第１ 評価の対象とする事業の範囲 
第２ 評価の単位の取り方 
第３ 再評価時期 
第４ 評価の内容 
第５ 評価の結果に基づく対応評価に関する資料の保存 

○解説と運用 ⇒ 新規策定 
 具体的な評価の手順や、費用対効果分析以外の評価の内容（特に代
替案立案など）などについて詳細に記載するなど、要領、細目を解説・補
完することにより、より適切に、より容易に事業評価が行われるように新
たに策定する。 
 なお、費用対効果分析については、マニュアルを参考にする。 

□水道事業の費用対効果マニュアル ⇒ 改訂 
 事業評価への主な意見などを踏まえ、よりわかりやすくするため構成の
見直し、費用対効果分析の手法の一部改正等、算定事例の充実を図る。 

 ・需要予測にあたっての留意事項の充実 
 ・便益算定方法の明確化 
 ・現在価値化の方法の改訂 
 ・年次算定法の充実   など 

意見を踏まえて
改正するととも
に、要領、細目
で重複する等、
分かりにくかっ
た部分を修正 


